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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つのチューブ（１、２；１’、２’）を封止するように互いに接続するためのクラン
プシステムであって、前記２つのチューブの互いに対向する端は、クランプ表面（１Ａ、
２Ａ；１’Ａ、２’Ａ）を有し、前記クランプ表面は、当該チューブの円筒状の外面に対
して突き出ており、前記システムは、当該クランプ表面と協働するのに適したバンド（１
２）を有するカラー（１０）と、当該バンドを締め付けるための手段（１２Ａ、１２Ｂ、
１６、１８）とを備え、前記バンドは、第１の側部（１３Ａ）および第２の側部（１３Ｂ
）を有し、前記第１の側部（１３Ａ）と前記第２の側部（１３Ｂ）との間には、前記クラ
ンプ表面を受け止めるのに適した内溝（１４）が規定されており、
　当該クランプシステムは、前記第１の側部（１３Ａ）の周りに周方向に分散された複数
の個別保持クリップ（２０；２０’；１２０；２２０；３２０；４２０；５２０）をさら
に備え、各クリップは、互いに対向する内枝部（３０；３０’；１３０；２３０；３３０
；４３０；５３０）および外枝部（３２；３２’；１３２；２３２；３３２；４３２；５
３２）を有し、前記第１の側部は、当該内枝部と当該外枝部との間に挟まれ、各クリップ
は、半径方向にさらに内側に向かって配置される保持部（３４；３４’；１３４；２３４
；３３４；４３４；５３４）をさらに有し、当該内および外枝部のうちの１つは、第１の
支持区分（３６；３６’；１３６；２３６；３３６；４３６；４３６’；５３１’）を支
持し、前記第１の支持区分は、当該カラーの軸の方を向いた前記カラーの第１の支持表面
（１３’Ａ；１４’Ａ）と協働し、前記クリップを前記カラーの軸（Ａ）に向かって戻る
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ように弾力的に動かして、前記保持部が前記第１のチューブ（１；１’）の前記クランプ
表面（１Ａ；１’Ａ）と協働して、前記カラーを当該チューブに予備装着される予備装着
状態に保持するとともに、前記カラーの前記第１のチューブに対する当該第１のチューブ
の自由端に向かう方向の動きを制限するのに適するようにするためのものであり、当該自
由端は、当該第１のチューブの前記クランプ表面を備えることを特徴とする、クランプシ
ステム。
【請求項２】
　前記カラー（１０）の前記第１の支持表面は、前記第１の側部（１３Ａ）の内エッジ（
１３’Ａ）上に形成されることを特徴とする請求項１に記載のクランプシステム。
【請求項３】
　前記クリップ（２０；２０’；１２０；２２０；３２０；４２０）のうちの少なくとも
１つについて、前記第１の支持区分（３６；３６’；１３６；２３６；３３６；４３６’
；５３１’）は、前記内および外枝部のうちの一方から切り出された支持舌部（３７；３
７’；１３７；２３７；３３７）上に形成されることを特徴とする請求項１または２に記
載のクランプシステム。
【請求項４】
　前記支持舌部（３７；３７’；１３７；２３７；３３７）は、前記外枝部から切り出さ
れ、少なくとも前記支持舌部の自由端を介して、前記クリップの前記内および外枝部間の
内側空間内に突き出ることを特徴とする請求項３に記載のクランプシステム。
【請求項５】
　前記支持舌部（３７；３７’；２３７）は、前記内および外枝部が出会う接合部の近傍
において前記外枝部に接続されることを特徴とする請求項４に記載のクランプシステム。
【請求項６】
　前記支持舌部（３３７）は、前記内枝部（３３０）および前記外枝部（３３２）が出会
う接合部から離れた接続区分（３３７Ａ）において前記外枝部（３３２）に接続され、ま
た前記支持舌部（３３７）は、当該接続区分（３３７Ａ）から当該接合部（３３４）に向
かって伸びたランニング部分（３３７Ｂ）と、前記クリップの前記内側空間（３２１）内
に折り返された端部分（３３７Ｃ）とを有することを特徴とする請求項４に記載のクラン
プシステム。
【請求項７】
　前記支持舌部（１３７）は、前記内枝部（１３０）から切り出され、少なくとも前記支
持舌部の自由端を介して、前記クリップ（１２０）の前記内および外枝部間の内側空間（
１２１）内に突き出ることを特徴とする請求項３に記載のクランプシステム。
【請求項８】
　前記支持舌部（１３７）の自由端は、前記内枝部（１３０）に向かって湾曲し、前記外
枝部から離れる方向を向いた前記内枝部の面から得られる表面を介して、前記カラーの前
記第１の支持表面（１３’Ａ）と協働するのに適することを特徴とする請求項７に記載の
クランプシステム。
【請求項９】
　前記クリップ（４２０）のうちの少なくとも1つのクリップの前記内枝部（４３０）は
、自由端部分を有し、前記自由端部分は、内向きに湾曲し、前記第１の支持区分（４３６
）を形成し、前記第１の支持区分（４３６）は、その外面を介して、前記バンドの前記内
溝（１４）の端壁（１４Ａ）と協働するのに適しており、前記端壁（１４Ａ）上に、前記
カラーの第１の支持表面が形成されることを特徴とする請求項１に記載のクランプシステ
ム。
【請求項１０】
　前記内枝部（４３０）は、自由端部分を有し、前記自由端部分は、内向きに湾曲し、第
２の支持区分（４３６）を形成し、前記第２の支持区分（４３６）は、その外面を介して
、前記バンドの前記内溝（１４）の端壁（１４Ａ）と協働するのに適しており、前記端壁
（１４Ａ）上に、前記カラーの第２の支持表面が形成されることを特徴とする請求項３～
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８のいずれか一項に記載のクランプシステム。
【請求項１１】
　前記クリップ（２２０；３２０；５２０）のうちの少なくとも１つのクリップの前記外
枝部（２３２；３３２；５３２）は、自由端部分（２３２；３３２；５３２）を有し、前
記自由端部分（２３２；３３２；５３２）は、内側に湾曲し、前記バンド（１２）の前記
第１および第２の側部（１３Ａ、１３Ｂ）が出会う接合区分（１３’）を覆うのに適する
ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載のクランプシステム。
【請求項１２】
　前記クリップ（２０；４２０）のうちの少なくとも1つのクリップの前記内枝部（３０
；４３０）は、前記内枝部（３０；４３０）が前記外枝部（３２；４３２）に接続する位
置から離れた位置に、前記外枝部に向かって戻る挟み部分（３１’；４３１’）を有する
ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載のクランプシステム。
【請求項１３】
　前記挟み部分は、挟み舌部（５３１’）によって形成され、前記挟み舌部（５３１’）
は、前記内枝部（５３０）から切り出され、また前記第１の支持区分を形成し、前記第１
の支持区分は、前記カラーの前記第１の支持表面が形成された前記第１の側部（１３Ａ）
の内面と協働し、前記挟み舌部は、特に、前記カラーの軸（Ａ）から遠ざかる方向を向く
ようにされることを特徴とする請求項１２に記載のクランプシステム。
【請求項１４】
　前記クリップのうちの少なくとも１つのクリップの前記保持部（３４；１３４；２３４
；３３４；４３４）は、前記内および外枝部が出会う接合部に形成されることを特徴とす
る請求項１～１３のいずれか一項に記載のクランプシステム。
【請求項１５】
　前記クリップ（５２０）のうちの少なくとも１つのクリップの前記保持部は、保持舌部
（５３４）によって形成され、前記保持舌部（５３４）は、前記内枝部（５３０）によっ
て支持され、前記カラーの軸（Ａ）に向かって折り返されることを特徴とする請求項１～
１３のうちのいずれか１つに記載のクランプシステム。
【請求項１６】
　前記保持舌部（５３４）は、前記内枝部の側エッジ（５３５）に接続されることを特徴
とする請求項１５に記載のクランプシステム。
【請求項１７】
　前記クランプシステムは、前記カラー（１０）が前記第１のチューブ（１；１’）に予
備装着される前記予備装着状態にある際に、前記カラーの前記第１のチューブに対する当
該第１のチューブの前記自由端から離れる方向への動きを制限するように作用するための
手段（２２；５５０）を有し、前記自由端は、当該第１のチューブの前記クランプ表面を
備えることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載のクランプシステム。
【請求項１８】
　前記クランプシステムは、前記第２の側部（１３Ｂ）によって支持された動き制限部材
を有することを特徴とする請求項１７に記載のクランプシステム。
【請求項１９】
　前記動き制限部材は、ワッシャ（２２）を備えることを特徴とする請求項１８に記載の
クランプシステム。
【請求項２０】
　前記クリップ（５２０）のうちの少なくとも１つのクリップの前記内枝部は、前記カラ
ーの軸（Ａ）に向かって突き出た横向きフランジ（５５０）を有することを特徴とする請
求項１７に記載のクランプシステム。
【請求項２１】
　前記クリップ（２０；２０’；１２０；２２０）のうちの少なくとも１つのクリップの
前記内枝部（３２；１３２；２３２）は、前記クリップの前記内および外枝部間の内側空
間に突き出た保持スパー（３８；１３８；２３８）を備えることを特徴とする請求項１～
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２０のいずれか一項に記載のクランプシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、２つのチューブを封止するように互いに接続するためのクランプシステムに
関する。２つのチューブの互いに対向する端は、当該チューブの円筒状の外面に対して突
き出たクランプ表面を有する。このシステムは、当該クランプ表面と協働するのに適した
バンドを有するカラーと、当該バンドを締め付けるための手段とを備える。このバンドは
、第１の側部（ｆｌａｎｋ）と第２の側部とを有する。第１の側部と第２の側部との間に
は、クランプ表面を受け止めるのに適した内溝（ｉｎｎｅｒ　ｔｒｏｕｇｈ）が規定され
る。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプのクランプシステムとしては、特許文献１に記載のものが知られている。カ
ラーのバンドの断面は、例えば実質的にＶ字形状またはＵ字形状であるので、断面形状に
よって形成される枝部は、第１のチューブのクランプ表面および第２のチューブのクラン
プ表面をそれぞれ支持する。したがって、カラーを締め付けることによって、チューブを
互いに対してクランプされた状態に保持しやすくなる。Ｖ字形状の断面は、カラーが締め
付けられる際に、２つのチューブがともに動くという利点を有する。
【０００３】
　例えば、カラーのバンドを締め付けるための手段は、ナット－ボルトシステムを備える
。したがって、バンドの端は、ボルトを挿入できる穴を備える支持タブを形成するように
外向きに曲げられ得る。ボルトの頭部は、当該タブのうちの１つに対して保持されるとと
もに、ナットは、もう１つのタブに対して保持されるので、ボルトおよびナットが互いに
対して回されると、バンドが締め付けられる。しかし、他の締め付け手段も提供され得る
。例えば、引掛けることによって操作されるようなタイプのものや、特に、バンドに対し
て外向きに曲げられたフックと、バンドに対して外向きに曲げられた突起（ｌｕｇ）とを
備え、フックが突起の後ろに引掛けられて、カラーを締め付け状態に維持するタイプのも
のがある。特許文献１において、クランプシステムは、ワッシャをさらに備える。このワ
ッシャは、ワッシャ上に設けられたタブを締め付けることによってカラーに固定される。
このワッシャは、カラーが第１のチューブの端に予備装着される際に当該第１のチューブ
を把持するのに適したタブも有する。本明細書の意味において、「予備装着」は、カラー
が締め付けられずに、チューブが当該カラーに単に係合されるだけのことを意味する。し
たがって、カラーを第１のチューブの端の周りで予備装着状態に保持することによって、
第１のチューブを待機状態にし、その後で、２つのチューブを互いに当接させ、そしてそ
れらのつなぎ合わされた端の周りでカラーのバンドを締め付ける。
【０００４】
　特許文献２は、一旦第１および第２のチューブを互いに引き寄せて、カラーと係合させ
た際に、カラーを第１および第２のチューブに予備装着するための第１および第２の予備
装着手段をシステムに備えさせることを提案する。これにより、２つのチューブを正しい
位置に保持することを必要とせずにバンドを締め付けることが可能になる。特許文献２に
おいて、第１および第２の予備装着手段は、カラーのバンド、特にその第１の側部によっ
て支持される単一のワッシャ上に形成されてもよいし、あるいはむしろ２つのワッシャに
よって形成されてもよい。すなわち、この２つのワッシャは、特許文献１に記載のシステ
ムのワッシャに類似し第１の側部によって支持される第１のワッシャと、第２の側部によ
って保持される第２のワッシャである。
【０００５】
　上記装置は、概ね良好であるが、予備装着を達成するために１つまたは２つのワッシャ
を使用する必要がある。これらのワッシャは、カラーの内周部に類似した内周部を有する
ので、比較的大量の材料を要する。さらに、それらの幾何形状は、ワッシャがカラーのバ
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ンドに対して全周部にわたって正確に保持されるだけでなく、それぞれのチューブの端を
保持して、カラーに対して正確にチューブと協働することを可能にするような、比較的複
雑な形状である。さらに、場合によっては、ワッシャは、予備装着機能の他にも別の機能
、例えば封止機能を提供する必要がある。場合によっては、そのような機能は、ワッシャ
が精密な厚さを有する場合のみに提供され得る。これは、予備装着タブがその機能を発揮
するために必要なバネ性とは必ずしも両立しない。原則としては、当該タブは、ワッシャ
と同じ材料片から作成されるのでワッシャと同じ厚さを有することが理解される。
【０００６】
　チューブが玉継手によってつなぎ合わされるような特定の状況においては、特許文献３
が公知であり、特許文献３は、予備装着を達成するために、チューブのうちの１つを、カ
ラーのバンドに対して保持された軸方向ブラケットに溶接するか、またはカラーのバンド
をクリップに溶接することを推奨する。このクリップは、当該バンドの周囲の一部にわた
って伸び、チューブのうちの１つのクランプ表面の裏に引掛るようになる指部を有する。
また、特許文献３は、バンドに締め付けられた個別指部を使用して、当該バンドのエッジ
に対して伸び、チューブのクランプ表面上に引掛るようになることのできる延伸部を形成
することを示唆する。そのような個別指部は、バンドの外側に設けられるだけであり、ク
リップと同様に、バンドの外周部に溶接される。したがって、特許文献３が提案する予備
装着手段は、カラーの外側で比較的嵩張り、カラーの外周部上または一方のチューブ上の
いずれかにおいて溶接作業が必要になるという短所がある。当然ながら、そのような作業
は、カラーが製造される製造ライン、またはカラーがチューブに組み付けられる組み付け
ラインのいずれかにおいて適切な材料が利用可能であることを必要とする。溶接は、カラ
ーの製造またはカラーのチューブへの組み付けに必要なその他の作業とは非常に異なる作
業であり、溶接に関わる部品の表面に損傷を与え得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】欧州特許第１４５１４９８号
【特許文献２】欧州特許第２５９８７８５号
【特許文献３】米国特許第７７７０９３７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本明細書は、上記技術水準を改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　したがって、本開示は、２つのチューブを封止するように互いに接続するためのクラン
プシステムであって、２つのチューブの互いに対向する端は、クランプ表面を有し、クラ
ンプ表面は、当該チューブの円筒状の外面に対して突き出ており、システムは、当該クラ
ンプ表面と協働するのに適したバンドを有するカラーと、当該バンドを締め付けるための
手段とを備え、バンドは、第１の側部および第２の側部を有し、第１の側部と第２の側部
との間には、クランプ表面を受け止めるのに適した内溝が規定されており、クランプシス
テムは、第１の側部の周りに周方向に分散された複数の個別保持クリップをさらに備え、
各クリップは、互いに対向する内枝部および外枝部を有し、第１の側部は、内枝部と外枝
部との間に挟まれ、各クリップは、半径方向にさらに内側に向かって配置される保持部を
さらに有し、当該枝部のうちの１つは、第１の支持区分を支持し、第１の支持区分は、当
該カラーの軸の方を向いたカラーの第１の支持表面と協働し、クリップをカラーの軸に向
かって戻るように弾力的に動かして、保持部が第１のチューブのクランプ表面と協働して
、カラーを当該チューブに予備装着される予備装着状態に保持するとともに、カラーの第
１のチューブに対する当該第１のチューブの自由端に向かう方向の動きを制限するのに適
するようにするためのものであり、自由端は、当該第１のチューブのクランプ表面を備え
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る、クランプシステムを提供する。
【００１０】
　したがって、本開示において、予備装着は、個別クリップによって達成される。各クリ
ップは、カラーの第１の側部を挟むことによって、当該第１の側部に支持される。また各
クリップは、第１のチューブ上のクランプ表面と協働して予備装着を達成する保持部を有
する。したがって、これらの個別クリップを第１の側部上に正しい位置に配置することは
、極めて簡単であり、溶接作業を一切必要としない。特に、当該クリップは、弾性的に変
形可能であり、第１の側部がクリップの内および外枝部間に挿入されるように第１の側部
上に配置されることによって簡単に正しい位置に配置される。クリップは、弾性的に変形
し、このような挿入を可能にし、第１の側部を挟むピンチクリップとして作用する。一旦
クリップが第１の側部上の正しい位置に配置されると、第１のチューブの端は、クランプ
システムに挿入され得る。ここで、当該端は、クリップを半径方向外向きに押し、クリッ
プは、部分的に後退し、第１のチューブのクランプ表面を通過させる。しかし、カラーの
第１の支持表面と協働するその第１の支持区分によって、後退したクリップは、弾力的に
その予備装着位置に戻る。その位置において、クリップは、カラーの軸へ向って戻るよう
に動かされ、保持部が第１のチューブ上でクランプ表面と協働し、カラーを予備装着状態
に保持することができる。複数のクリップが第１の側部の周りに周方向に分散されてもよ
い。一般に、２つ、３つ、または４つのクリップがあれば十分である。このように配置さ
れる種々のクリップ保持部は、第１の側部の内エッジに対して、カラーの軸へ向って突き
出る。クリップが静止状態にある場合、当該保持部は、それらの間において、第１のチュ
ーブのクランプ表面の最大直径寸法よりも小さい直径寸法を規定する。保持部は、第１の
チューブの端がカラーに挿入される際には、カラーの軸から遠ざかる方向に移動し、次い
でクリップは、それらの保持部が第１の側部のエッジに対して軸へ向って十分に突き出た
位置に戻り、予備装着直径を規定する。予備装着直径は、第１のチューブのクランプ表面
の最大直径よりも小さい。
【００１１】
　このように複数の個別クリップを使用することによって、クリップの代わりに予備装着
ワッシャを使用する場合と比較して材料の量が低減される。さらに、クランプシステムが
例えば封止機能を提供するためのワッシャを含む場合、封止機能と予備装着機能とを切り
離すことができ、異なる厚さの材料をワッシャおよびクリップのために使用できる。この
場合、特に、封止機能を提供するために非常に変形しやすいワッシャを用いながら十分に
強いクリップを使用することが可能になる。最後に、カラーを第１のチューブに予備装着
するための個別クリップを使用するとともに、第２のチューブへの予備装着のためのワッ
シャを使用することが可能である。このワッシャは、例えば、２つの機能、すなわち、第
２のチューブへの予備装着（第１のチューブの予備装着よりも機械的にはおそらく容易で
ある）、およびチューブ間の接続の封止、を提供してもよい。
【００１２】
　必要に応じて、カラーの第１の支持表面は、第１の側部の内エッジ上に形成される。
【００１３】
　したがって、クランプシステムのカラーは、通常のカラーでもよく、クリップは、単に
その内エッジを支持する。
【００１４】
　必要に応じて、クリップのうちの少なくとも１つについて、第１の支持区分は、内およ
び外枝部のうちの一方から切り出された支持舌部上に形成される。
【００１５】
　この切り出しは、材料を除去することなく、または部分的に材料を除去して、切り出し
部に舌部を残すようになされ得る簡単な作業である。この舌部は、第１の支持区分を形成
するために折り曲げられ得る。
【００１６】
　必要に応じて、支持舌部は、外枝部から切り出され、少なくとも支持舌部の自由端を介
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して、クリップの内および外枝部間の内側空間内に突き出る。
【００１７】
　必要に応じて、支持舌部は、内および外枝部が出会う接合部の近傍において外枝部に接
続される。
【００１８】
　必要に応じて、支持舌部は、内枝部および外枝部が出会う接合部から離れた接続区分に
おいて外枝部に接続され、また支持舌部は、当該接続区分から当該接合部に向かって伸び
たランニング部分と、クリップの内および外枝部間の内側空間内に折り返された端部分と
を有する。
【００１９】
　必要に応じて、支持舌部は、内枝部から切り出され、少なくとも支持舌部の自由端を介
して、クリップの内および外枝部間の内側空間内に突き出る。
【００２０】
　必要に応じて、支持舌部の自由端は、内枝部に向かって湾曲し、外枝部から離れる方向
を向いた内枝部の面から得られる表面を介して、カラーの第１の支持表面と協働するのに
適する。
【００２１】
　したがって、複数の実施形態が支持舌部に対して提供され得るとともに、クリップを材
料を少ししか必要としない非常に簡単な幾何形状にとどめることができる。
【００２２】
　必要に応じて、カラーの第１の支持表面と協働する、上記タイプの第１の支持区分を有
するクリップについて、内枝部は、自由端部分を有し、自由端部分は、内向きに湾曲し、
第２の支持区分を形成し、第２の支持区分は、その外面を介して、バンドの内溝の端壁と
協働するのに適しており、端壁上に、カラーの第２の支持表面が形成される。
【００２３】
　この場合、クリップは、２つの支持区分を有する。特に、第１の支持区分が上記タイプ
のものであり、カラーの第１の支持表面が第１の側部の内エッジ上に形成される場合、カ
ラーは、通常のタイプのものであり得、第２の支持区分は、バンド内の内溝の端壁と単に
協働する。
【００２４】
　しかし、湾曲した自由端を有する内枝部が第１の支持区分を形成してもよい。したがっ
て、必要に応じて、少なくとも1つのクリップの内枝部は、自由端部分を有し、自由端部
分は、内向きに湾曲し、第１の支持区分を形成し、第１の支持区分は、その外面を介して
、バンドの内溝の端壁と協働するのに適しており、端壁上に、カラーの第１の支持表面が
形成される。
【００２５】
　この場合、クリップは、上記タイプの支持舌部を備えなくてもよい。第１の支持区分は
、単に自由端部分よって形成され、バンド内の内溝の端壁と協働する。カラーは、通常の
カラーであり得る。
【００２６】
　必要に応じて、少なくとも１つのクリップの外枝部は、自由端部分を有し、自由端部分
は、内側に湾曲し、バンドの第１および第２の側部が出会う接合区分を覆うのに適する。
【００２７】
　この場合、この外枝部は、上記のような内および外枝部間に第１の側部を挟むことに加
えて、クリップをカラーのバンドに固定するためのさらなる手段を構成する。
【００２８】
　必要に応じて、少なくとも1つのクリップの内枝部は、内枝部が外枝部に接続する位置
から離れた位置に、外枝部に向かって戻る挟み部分を有する。
【００２９】
　この場合、上記挟み込みは、外枝部と内枝部から得られる挟み部分との間で達成される
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。したがって、挟み部分以外の内枝部の部分は、上記挟み込みを有効にすることを可能に
しつつ、第１の側部の内面から離れていてもよい。
【００３０】
　必要に応じて、挟み部分は、挟み舌部によって形成され、挟み舌部は、内枝部から切り
出され、また第１の支持区分を形成し、第１の支持区分は、カラーの第１の支持表面が形
成された第１の側部の内面と協働し、前記挟み舌部は、特に、カラーの軸から遠ざかる方
向を向く。
【００３１】
　したがって、挟み舌部は、クリップをカラーの第１の側部上で保持するように機能する
挟み込みの達成、および第１の支持区分の形成の両方の機能を有する。第１の支持区分は
、カラーの第１の支持表面と作用して、弾力的にカラーの軸に向かって保持部を戻るよう
に動かして、カラーを第１のチューブに予備装着されやすくする。
【００３２】
　必要に応じて、少なくとも１つのクリップの保持部は、内および外枝部が出会う接合部
に形成される。
【００３３】
　保持部は、特にクリップを内および外枝部が出会う接合部で折り曲げることによって生
じる加工硬化により機械的に強い。この保持部は、きれいに切られたエッジを有さないが
、カラーが当該第１のチューブの周りに係合しているときに第１のチューブの自由端上を
容易に摺動することができ、第１のチューブのクランプ表面と、それに損傷を与えること
なく、協働することができる表面を有してもよい。
【００３４】
　必要に応じて、少なくとも１つのクリップの保持部は、保持舌部によって形成され、保
持舌部は、内枝部によって支持されるとともに、特に当該内枝部の側エッジに接続され、
カラーの軸に向かって折り返される。
【００３５】
　この場合、保持部は、カラーの軸に向かって折り返されることにより機械的により強く
される。
【００３６】
　必要に応じて、クランプシステムは、カラーが第１のチューブに予備装着される予備装
着状態にある際に、カラーの第１のチューブに対する当該第１のチューブの自由端から離
れる方向への動きを制限するように作用するための手段を有し、この自由端は、当該第１
のチューブのクランプ表面を備える。
【００３７】
　そのような手段は、異なる方法で実装され得る。
【００３８】
　例えば、クランプシステムは、第２の側部によって支持される動き制限部材を備えても
よい。また、そのような動き制限部材は、カラーを第２のチューブに予備装着させるよう
に機能してもよい。この部材は、特に、ワッシャであってもよい。第１のチューブへの予
備装着に関し、個別クリップは、所望の機械的強度を得るようにその寸法が決められても
よい。第２のチューブへの予備装着に関し、ワッシャは、また封止機能などの他の機能を
提供するように機能してもよい。この場合、第２のチューブに対する予備装着は、必要に
応じて、第１のチューブに対する予備装着よりも低い引き離し強度（ｔｅａｒ－ｏｆｆ　
ｓｔｒｅｎｇｔｈ）を有してもよい。例えば、クランプシステムは、当該第１のチューブ
上に組み込まれるように、予め第１のチューブに予備装着されてもよい。この場合、非常
に高い引き離し強度を有することが必要であり得るが、第２のチューブへの予備装着は、
単に組立時に有用であり得る。この場合、より低い切り離し強度でも十分であり得る。
【００３９】
　別の例において、少なくとも１つのクリップの内枝部は、カラーの軸に向かって突き出
た横向きフランジを有する。
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【００４０】
　この場合、クランプシステムがワッシャもカラーの第２の側部と協働する特定の動き制
限部材も備えていなくても、カラーの第１のチューブに対する第１のチューブの自由端か
ら離れる方向への動きは、制限されてもよい。
【００４１】
　必要に応じて、少なくとも１つのクリップの内枝部は、クリップの内および外枝部間の
内側空間に突き出た保持スパーを備える。
【００４２】
　上記のように、第２のチューブへの予備装着は、ワッシャ、例えば封止機能も有するワ
ッシャ、によって行うことができる。また、第２のチューブへの予備装着は、本明細書に
記載のクリップに類似し、カラーの第２の側部上に配置された個別クリップを使用して達
成できる。
【００４３】
　本開示は、非限定的な例によって示される実施形態の以下の詳細な説明を読むことによ
り十分に理解され得る。本明細書において、添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、クランプシステムおよび２つのチューブの端を示す斜視図であり、当該
システムが当該端に組み付けられる前の状態を示し、クランプシステムを第１の側から見
た図である。
【図２】図２は、第２の側から見たクランプシステムの斜視図であり、図１の矢印ＩＩに
沿って見た図である。
【図３】図３は、クランプシステムの組み立てられる前の種々の構成要素および２つのチ
ューブの端を示す分解斜視図である。
【図４】図４は、図２の切断面ＩＶ－ＩＶ上の断面図である。
【図５Ａ】図５Ａは、図２の切断面Ｖ－Ｖ上の断面図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａの断面に示すクリップの側面図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、図５Ａの断面に示すクリップの斜視図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、クリップの変形実施形態の斜視図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図５Ａに対応するが、クリップの別の実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、図６Ａに示すクリップの側面図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、図６Ａに示すクリップの斜視図である。
【図７Ａ】図７Ａは、図５Ａに対応するが、クリップのさらに別の実施形態を示す図であ
る。
【図７Ｂ】図７Ｂは、図７Ａに示すクリップの側面図である。
【図７Ｃ】図７Ｃは、図７Ａに示すクリップの斜視図である。
【図８Ａ】図８Ａは、図５Ａに対応するが、クリップのさらに別の実施形態を示す図であ
る。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａに示すクリップの側面図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図８Ａに示すクリップの斜視図である。
【図９Ａ】図９Ａは、図５Ａに対応するが、クリップのさらに別の実施形態を示す図であ
る。
【図９Ｂ】図９Ｂは、図９Ａに示すクリップの側面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、図９Ａに示すクリップの斜視図である。
【図１０】図１０は、チューブのつなぎ合わせ端上に配置されたクランプシステムの別の
実施形態の斜視図であり、第1の側から見た図である。
【図１１】図１１は、図１０の矢印ＸＩに沿って見た斜視図である。
【図１２】図１２は、図１０と同じ側から見た斜視図であり、図１０および１１のクラン
プシステムを示す図である。
【図１３】図１３は、図１２の切断面ＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ上の断面図である。
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【図１４Ａ】図１４Ａは、図１３の斜視図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、図１３の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　本明細書のクランプシステムのカラーは、例えば、欧州特許第１　４５１　４９８号お
よび欧州特許第２　５９８　７８５号に記載のものに概ね類似する。
【００４６】
　したがって、特に図１~３から明らかなように、当該カラー１０は、バンド１２を有す
る。バンド１２は、第１の側部１３Ａおよび第２の側部１３Ｂを有し、それらの間に内溝
１４が規定される。
【００４７】
　以下の記載全体において、特に断らない限り、用語「内」または「内側」は、カラーの
軸Ａの方を向くか、または「外」または「外側」にあるとされる他の要素と比較して軸Ａ
により近い要素を説明するために使用される。また、「外」または「外側」要素は、軸Ａ
から遠ざかる方を向いた要素である。
【００４８】
　クランプシステムは、２つのチューブをそれらの端を介して互いに接続するように機能
する。したがって、図１は、第１のチューブ１および第２のチューブ２がそれぞれの円筒
状の外面に対して突き出た第１のクランプ表面１Ａおよび第２のクランプ表面２Ａをそれ
ぞれ有することを示す。チューブ１および２をつなぎ合わせるために、クランプシステム
は、チューブのつなぎ合わせ端の周りに配置され得るので、クランプ表面１Ａおよび１Ｂ
は、バンド１２内の溝１４内に自ずと配置される。この状況において、側部１３Ａおよび
１３Ｂは、クランプ表面１Ａおよび２Ａのそれぞれと協働し、カラーの締め付けにより２
つの端が互いに保持される。
【００４９】
　この例において、バンド１２は、Ｖ字形状の断面を有する。すなわち、側部１３Ａおよ
び１３Ｂは、軸Ａの方を向くとともに、それぞれの内端１３’Ａおよび１３’Ｂに向かっ
て漸進的に互いに離れるように広がりやすい。クランプ表面１Ａおよび２Ａは、チューブ
の対向する自由端に向かって徐々に増大する直径を有する。このような形状は、例えば円
錐台形状をとることによって得られる。したがって、つなぎ合わせられるべきチューブの
端にカラーを締め付けることにより、当該端は互いにより近くなりやすい。この例におい
て、第１のチューブ１の自由端は、端スカート１Ｂを有する。端スカート１Ｂは、クラン
プ表面１Ａの頂点から始まって、チューブの軸に漸進的に接近するように先細りしやすい
。特に、この端スカート１Ｂは、第２のチューブのクランプ表面２Ａの内周部に一致する
円錐台形状を有してもよい。当然ながら、つなぎ合わせを行うために、チューブ１および
２の軸は、互いに同一線上に載り、かつカラーの軸Ａと同軸となるように配置される。
【００５０】
　カラー１０は、バンド１２を締め付けるための手段を有する。この例において、当該バ
ンド１２は、それぞれ端１２Ａおよび１２Ｂを有する。端１２Ａおよび１２Ｂは、支持タ
ブを形成するように、実質的に半径方向を外向きに曲げられる。これらのタブは、ボルト
１６の胴部１６Ａを当該タブに通すことができるような穴を備える。それ自体公知の方法
で、ボルトの頭部１６Ｂ（図１２を参照）は、支持タブ１２Ａに対して保持され得るとと
もに、ナット１８は、タブ１２Ｂと協働し、ボルトおよびナットが互いに対して締め付け
る方向に回されることにより、支持タブ１２Ａおよび１２Ｂが互いに向かって動かされ、
これによりカラーの内径が小さくなる。すなわち、バンドを締め付けることが可能になる
。
【００５１】
　また、クランプシステムは、第１の側部１３Ａの周りに周方向に（ａｎｇｕｌａｒｌｙ
）分散された複数の個別クリップ２０を含む。より詳細は後述するが、各クリップは、ピ
ンチクリップの方法で、側部１３Ａに保持される。すなわち、側部は、クリップの内枝部
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と外枝部の間に挟まれる。
【００５２】
　この例において、また、クランプシステムは、第２の側部１３Ｂによって支持されるワ
ッシャ２２を含む。例えば、このワッシャは、欧州特許第１　４５１　４９８号に記載の
クランプシステムのワッシャ２８、１２８に類似する。
【００５３】
　後述のように、個別クリップ２０は、当該第１のチューブのクランプ表面１Ａと協働す
ることによって、クランプシステムを、クランプシステムが第１のチューブに予備装着さ
れる予備装着状態に保持することができる。これとともに、ワッシャは、このシステムを
、このシステムが第２のチューブに予備装着される予備装着状態に保持することができる
。ワッシャは、クランプ表面２Ａと協働する。さらにこれとともに、チューブの端は互い
に引き寄せられ、２つの支持表面１Ａおよび２Ａは、バンド１２の溝１４内に自ずと配置
される。
【００５４】
　特に図３および４を参照すると、ワッシャ２２は、実質的に円錐台形状のリング２３を
有することがわかる。リング２３は、２つのチューブがつなぎ合わせ状態にされた際に、
チューブ２のクランプ表面２Ａの内周部とチューブ１のスカート１Ｂの外周部との間に配
置される。当該リングは、波形の起伏を有してもよい。この起伏は、締め付け時に変形し
て、起伏が協働するチューブの表面間を封止する。
【００５５】
　ワッシャ２２は、バンド１２の側部１３Ｂと協働することによって、カラー１０に対し
て保持される。こうするために、ワッシャは、この例においては、異なるタイプの締め付
けタブを備える。特に、締め付けタブは、内タブ２４、第１タイプの外タブ２６、および
第２タイプの外タブ２８を含む。内タブ２４は、カラーが非締め付け状態にある際に、側
部１３Ｂの内面を支持するようになる。第１タイプの外タブ２６は、内タブ３２よりも長
く、軸Ａに対して実質的に平行に伸びて、側部１３Ｂの内エッジ１３’Ｂと協働する。第
２タイプの外タブ２８は、それらのフック形状自由端２８Ａを介して側部１３ｂの外周部
と協働する。これらのタブの中間部２８Ｂは、舌部２８Ｃを備える。舌部２８Ｃは、図４
からわかるように、クランプ表面２Ａを把持するようになり、また当該中間部は、傾斜軸
方向エッジ２８Ｄを有する。また、傾斜軸方向エッジ２８Ｄは、チューブ２の自由端がカ
ラーのバンドの溝１４内に挿入され、ワッシャ２２のリング２３を覆う場合に、クランプ
表面２Ａを把持するようになる。
【００５６】
　特に図３、５Ａ、５Ｂおよび５Ｃを参照し、個別クリップを以下に説明する。図５Ａを
よりわかりやすくするために、クランプシステムが予備装着されるチューブの両端間の間
隙を強調して示す。クリップ２０のそれぞれは、互いに対向する内枝部３０および外枝部
３２を有する。特に、これらの枝部は、軸方向に互いに対向する。図５Ａからわかるよう
に、カラーのバンド１２の側部１３Ａは、当該内および外枝部の間に挟まれる。クリップ
２０は、半径方向を内側に向かって配置される保持部３４を有し、外枝部３２は、第１の
支持区分３６を有する。図５Ａからわかるように、第１の支持区分３６は、カラーの第１
の支持表面と協働する。この表面は、この例において、側部１３Ａの内エッジ１３’Ａに
よって形成される。この例において、クリップ２０が第１の側部１３Ａを挟む際に、内エ
ッジ１３’Ａは、支持区分３６を支持するようになり、それにより保持部３４をカラーの
軸に向かって戻すように動かしやすくなる。これにより、保持部３４が側部１３Ａの内エ
ッジ１３’Ａに対して所望の距離に自ずと配置されることを確実にすることができる。す
なわち、これらを合わせて考えると、第１の側部の周りに周方向に分散された種々のクリ
ップ２０の保持部３４は、所望の半径方向寸法を規定する。この寸法は、支持表面１Ａの
頂点の半径Ｒ２よりも若干小さい。しかし、保持部３４がカラーの軸Ａに向かって戻るよ
うに動かされることは、弾力的な戻りによって達成される。したがって、クランプシステ
ムが第１のチューブ上の正しい位置に配置された際に、当該第１のチューブの自由端は、



(12) JP 6846236 B2 2021.3.24

10

20

30

40

50

バンド内の内溝１４中に挿入され得、クランプ表面１Ａの頂点は、次いで保持部３４と協
働してクリップ２０を弾力的に半径方向外向きに押し、次いで一旦支持表面の頂点が溝１
４内に自ずと配置されると、クリップは、弾力的に予備装着保持位置に戻り、その位置に
おいて、図５Ａに示すように、種々のクリップの保持部３４は、半径方向寸法Ｒ１を規定
する。半径方向寸法Ｒ１は、半径Ｒ２よりも小さい。したがって、カラー１０は、予備装
着状態に保持される。予備装着状態において、カラー１０は、第１のチューブに予備装着
される。すなわち、カラーの第１のチューブに対する第１のチューブの自由端へ向かう方
向Ｆの動きは、保持部が第１のクランプ表面１と協働することによって制限される。
【００５７】
　この例において、保持部３４は、内および外枝部が出会う接合部において形成される。
【００５８】
　支持区分３６は、支持舌部３７上に形成される。支持舌部３７は、外枝部３２から切り
出され、内枝部３０と外枝部３２との間に規定されたクリップの内側空間２１に突き出る
。この例において、支持舌部３７は、内および外枝部が出会う接合部の近傍において外枝
部３２に接続する。
【００５９】
　また、クリップ２０の外枝部３２は、クリップの内側空間２１内に突き出た保持スパー
（ｓｐｕｒ）３８を有することがわかる。図５Ａからわかるように、このスパーは、バン
ド１２の側部１３Ａの外面と協働し、クリップの側部１３Ａに対するカラーの軸Ａへ向か
う動きに対抗しやすくなることによって当該バンドを把持する。当該スパー３８は、内お
よび外枝部が出会う接合部からいくらか離れた位置に、例えば外枝部の自由端の近傍に、
配置され、クリップが側部１３Ａを挟む際に当該側部の外面に接するように位置づけられ
る。この例において、スパー３８は、外枝部３２から切り出され、軸Ａへ向って内向きに
折り返されることによって形成される。
【００６０】
　この例において、舌部３７およびスパー３８は、外枝部３２から切り出された窓部４０
の２つの互いに反対のエッジに配置されることがわかる。したがって、外枝部は、当該窓
部４０の両側に２つのひと続きの周辺部を有する。ひと続きの中央部を備え、そのエッジ
のうちの少なくとも１つが切り込みを備え、その切り込みの内エッジが折り返されて舌部
３７が形成され、外エッジが折り返されてスパー３８が形成されるような逆の構成を有し
得る。また、クリップは、窓部４０と同じタイプの窓部を有し、１以上の側切り込みを有
し、窓部の内エッジまたは切り込みの内エッジのいずれかに配置された舌部３７を有し、
窓部の外エッジまたは切り込みの外エッジのいずれかに配置された保持スパー３８を有し
得る。
【００６１】
　図５Ｄは、クリップ２０の変形例であって、舌部３７’を除いて全体的にクリップ２０
に類似するクリップ２０’を示す。クリップ２０’の外面は、支持区分３６’を形成し、
より長い長手方向エッジ３７’’を有し、窓部４０’の内エッジは、内枝部３０’および
外枝部３２’が出会う接合区分に配置され、あるいはむしろ内枝部３０’内に達する。し
かし、舌部３７’の端は、その外面が支持区分３６’を形成しており、その外枝部３２’
から始まるクリップの内側空間に突き出る。また、クリップ２０’の保持部３４’は、そ
の内および外枝部が出会う接合部に配置される。
【００６２】
　以下、図６Ａおよび６Ｃを参照して説明する。図６Ａおよび６Ｃのクリップは、先行の
図に示したクリップと若干異なる。図６Ａ～６Ｂにおいて、このクリップは、参照符号１
２０によって示され、他の要素は、先行の図と同じ参照符号に１００を足した番号によっ
て示される。このクリップ１２０は、内枝部１３０および外枝部１３２を有する。その保
持部１３４は、内および外枝部が出会う接合部に形成される。すなわち、保持部１３４は
、先行の図において示されたクリップと同様に、内および外枝部間の折り返し区分に形成
される。
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【００６３】
　また、支持区分１３６は、クリップの内側空間１２１に折り返された舌部１３７の外面
によって形成される。このクリップにおいて、この舌部１３７は、舌部１３７が接続され
た内枝部１３０の内および外枝部が出会う接合部の近傍から始まるように折り返される。
この例において、舌部１３７の湾曲した自由端部分だけが内側空間１２１に突き出て、舌
部の残りの部分は、内枝部１３０の実質的に平面内にとどまる。
【００６４】
　クリップは、窓部１４０を備える。窓部１４０は、外枝部の自由端近傍の領域から内枝
部まで伸びる。舌部１３７は、それが内枝部１３０に取り付けられた位置から実質的に当
該内枝部の平面内を保持部１３４に向かって伸びており、次いでクリップの内側空間１２
１に折り返されるように湾曲し、内および外枝部が出会う接合部から後退する。舌部１３
７が内枝部に取り付けられた位置の近傍において、当該舌部のエッジ１３７’’は、内枝
部から、例えば内枝部の長さの約１／３の長さにわたって、切り出され、比較的大きなバ
ネ性を当該舌部に与えるようにする。また、クリップ１２０は、保持スパー１３８を有す
る。保持スパー１３８は、この例において、外枝部１３２の自由端に隣接する窓部１４０
のエッジ上に形成される。図５Ｂおよび５Ｃを参照して示したように、逆の構成もあり得
る。すなわち、舌部１３７および必要に応じてスパー１３８を枝部の横切り込みに形成し
てもよい。
【００６５】
　以下、図７Ａ～７Ｃを参照して説明する。図７Ａ～７Ｃは、図５Ａ～５Ｃとクリップ２
２０の形状だけが異なる。この例において、このクリップ２２０は、その外枝部２３２の
自由端の形状を除いて、上記クリップ２０と同一である。特に、図からわかるように、ク
リップは、内枝部２３０、外枝部２３２、舌部２３７を有し、その外面２３６は支持区分
を形成し、さらに窓部４０に類似する窓部２４０、保持スパー２３８、および保持部２３
４を有する。しかし、外枝部２３２は、クリップ２０の外枝部と比較して延長される。こ
の外枝部は、自由端部分２３２’を有する。自由端部分２３２’は、内向きに湾曲し、カ
ラーのバンド１２の側部１３Ａおよび１３Ｂが出会う接合区分１３’を覆う。このように
形成される被覆部は、クリップが側部１３Ａを挟む際に、当該クリップのカラーの軸Ａへ
向かう動きに対抗することによってクリップを保持することに寄与する。当然ながら、外
枝部のこのような湾曲延長部を図５Ａ～５Ｄおよび６Ａ～６Ｃのクリップにも使用してよ
い。
【００６６】
　以下、図８Ａ～８Ｃを参照して説明する。図８Ａ～８Ｃは、図５Ａ～５Ｃとクリップ３
２０の形状が異なる。このクリップは、内枝部３３０および外枝部３３２を有し、それら
の間にカラーのバンド側部１３Ａが挟まれ、さらにその２つの枝部が出会う接合部に保持
部３３４を有し、クリップの内側空間３２１に突き出る舌部３３７上に形成された支持区
分３３６を有する。しかし、この例において、支持舌部３３７が外枝部３３２に接続され
るのは、内および外枝部が出会う接合部から離れた接続区分３３７Ａにおいてである。こ
の舌部は、連結区分３３７Ａから接合部３３４に向かって伸びたランニング部分３３７Ｂ
と、クリップの内側空間３２１に折り返された端部分３３７Ｃとを有する。この例におい
て、舌部のランニング部分３３７Ｂは、外枝部３３２の一部から形成されるが、外枝部３
３２に対して若干盛り上がるので、より大きなバネ性が与えられる。上記のように、支持
区分３３６を支持するようになるカラーの側部１３Ａの支持表面は、側部１３Ａの内エッ
ジ１３’Ａによって形成される。この例において、クリップの外枝部３３２は、自由端３
３２’を有する。自由端３３２’は、カラーのバンドの側部１３Ａおよび１３Ｂが出会う
接合区分１３’を覆うように湾曲する。この例において、クリップは、上記スパー３８、
１３８および２３８のタイプの保持スパーを備えないが、そのようなスパーを備え得る。
そのようなスパーは、例えば、舌部３３７が切り出された窓部３４０の両側において、ク
リップの外面の周辺部上に形成され得る。
【００６７】
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　以下、図９Ａ～９Ｃを参照して説明する。図９Ａ～９Ｃは、図５Ａ～５Ｃとクリップの
形状が異なる。このクリップ４２０は、内枝部４３０および外枝部４３２を有し、それら
の間にバンドの側部１３Ａが挟まれる。しかし、支持区分の形成は、上記のクリップと異
なる。この支持区分４３６は、内枝部４３０の自由端に形成される。より詳細には、この
内枝部は、自由端部分４３０’を有する。自由端部分４３０’は、カラーのバンドの側部
１３Ａおよび１３Ｂ間に設けられた溝１４の端壁１４Ａまで伸び、したがって当該端壁を
支持するようになる。内枝部の自由端部分４３０’は、内向きに湾曲し、当該湾曲した自
由端部分４３０’の外面によって支持区分４３６が形成され、支持区分４３６が溝１４Ａ
の端壁に接する。この例において、外枝部４３２は、ひと続きのバンド部分である。しか
し、上記支持区分４３６の他に、このクリップは、上記支持区分３６、１３６、２３６お
よび３３６と同じタイプの支持区分を有し得ることが理解されるべきである。
【００６８】
　これを図示するために、図９Ｃにおいて、クリップ４２０の外枝部４３２が窓部４０に
類似する窓部４４０と、舌部３６に類似する舌部４３６’とを有することが可能であるこ
とを破線で示す。
【００６９】
　上記クリップと同様に、保持部４３４は、内および外枝部が出会う接合部に配置される
。
【００７０】
　上記種々の構成において、クリップの内枝部は、外枝部に接続される位置から離れた位
置に、外枝部に向かって戻る挟み部分を有する。例えば、クリップ２０の内枝部３０は、
折り区分３１を有する。当該内枝部の端部分３１’は、当該折り区分を越えて伸び、内向
きに戻る。同じ形状を他の図のクリップにも見て取れる。但し、図９Ａ～９Ｃのクリップ
では、外枝部に向かって戻る挟み部分４３１’は、折り区分４３１と、内向きに湾曲した
自由端部分４３０’との間を伸びる。
【００７１】
　また、挟み部分は、内枝部から切り出され、またカラーの支持表面と協働する支持区分
を形成する挟み舌部によって形成され得る。このような構成を、特に、図１０～１４Ｂに
示し、後述する。これらの図において、チューブは、先行の図に示したチューブと比較し
て、逆にされる。クランプ表面１’Ａを介してクリップ５２０と協働する第１のチューブ
１’は、先行の図のチューブ２に類似する。他方、クランプ表面２’Ａおよびスカート２
’Ｂを有するチューブ２’は、先行の図のチューブ１に類似する。
【００７２】
　まず、図１０～１２を説明する。これらの図に示すカラーは、それ自体は先行の図に示
すカラーに類似するので、同じ参照符号によって示される。この例において、これらの図
に示すクランプシステムは、先行の図に示したワッシャ２２を備えていない。しかし、そ
のようなワッシャは、この実施形態と整合するので設けられ得ることを理解すべきである
。
【００７３】
　図１０および１１は、２つのつなぎ合わせチューブの端に予備装着されたクランプシス
テムを示す。図１２は、クランプシステムのみを示す。すなわち、図１２は、個別クリッ
プ５２０を備えたカラーを示す。より詳細には図１３、１４Ａおよび１４Ｂを参照すると
、クリップ５２０が内枝部５３０および外枝部５３２を有すること、カラーのバンド１２
の側部１３Ａが当該内および外枝部の間に挟まれることがわかる。しかし、この挟み込み
を達成するために、外枝部５３２は、側部１３Ａの外面に対して伸び、内枝部上では、ク
リップに挟み部分５３１’が備えられる。挟み部分５３１’は、挟み舌部によって形成さ
れる。この挟み舌部は、内枝部５３０から切り出され、クリップの内および外枝部間の内
側空間５２１において内枝部５３０に対して盛り上がるようにされる。図１３は、クリッ
プが側部１３Ａ上に組み付けられた際に、挟み舌部５３１’の自由端が側部１３Ａの内面
に載ることを示す。したがって、この側部は、当該自由端と外枝部との間に挟まれる。ま



(15) JP 6846236 B2 2021.3.24

10

20

30

40

た、当該挟み舌部５３１’は、第１の側部１３Ａの内面と協働するとともに、クリップの
保持部５３４を弾力的にカラーの軸Ａへ向って戻すように動かしやすい支持区分を形成す
る。特に、舌部５３１’は、舌部５３１’が内枝部に接続される接続部５３１’Ａからク
リップの内側空間５２１に盛り上がる。接続部５３１’Ａは、内および外枝部が出会う接
合区分５３３からいくらか離れた位置に配置される。
【００７４】
　この例において、クリップの保持部５３４は、２つの保持舌部５３４によって形成され
る。保持舌部５３４は、内枝部５３０によって支持されるとともに、特に、当該内枝部の
側エッジ５３５に接続され、そしてカラーの軸へ向って折り返される。図１３から明らか
なように、枝部５３４の自由エッジは、このように当該チューブがバンド１２の溝１４内
に挿入された際にチューブ１のクランプ表面１’Ａに載るので、カラーを当該クランプ表
面１’Ａに対して予備装着状態に保持する。チューブ１’の自由端が内溝に進入する程度
を制限するために、この予備装着状態において、クリップ５２０は、カラーの軸へ向って
突き出た横向きフランジ５５０を有する。図１３において、予備装着状態において、クラ
ンプ表面１’Ａの自由エッジが横向きフランジ５５０の後面に当接することがわかる。
【００７５】
　また、図からわかるように、クリップ５２０の外枝部５３２の自由端５３２’は、内向
きに湾曲することにより、側部１３Ａおよび１３Ｂが出会う接合区分１３’を覆う程度に
伸びる。したがって、これは、クリップの側部１３Ａに対する軸Ａへ向かう方向への過度
の動きに対抗することに寄与する。
【００７６】
　先行する実施形態のように、カラーがクランプ表面１Ａ上に係合された際に、当該クラ
ンプ表面は、保持部５３４と協働して、クリップを弾性的に変形させるので、当該クリッ
プは、弾力的にカラーの軸Ａへ向って戻るように動かされ、その保持部は、第１のチュー
ブのクランプ表面の最大半径よりも小さい半径を規定し、カラーを当該表面に予備装着さ
れた状態に保持する。図１０～１４Ｂのクリップにおいて、内枝部５３０は、全体として
、弾力的に曲がるとともに、挟み舌部５３１’によって軸Ａに向かって戻るように動かさ
れる。また、挟み舌部５３１’は、第１の支持区分を形成する。
【００７７】
　上記のように、図１０～１４Ｂのクランプシステムは、先行の図に示したワッシャ２２
を有さない。一般に、その側部１３Ｂは、チューブ１を内溝１４内に予備装着状態に保持
するためのワッシャやクリップを有さない。当然ながら、当該側部１３Ｂがワッシャ２２
に類似するワッシャ、またはむしろ特に図１～９Ｃを参照して上記したクリップに類似す
るクリップを備え得る。締め付け中に、２つのチューブはともに動かされ、クリップ５２
０の内枝部５３０は、可塑変形により側部１３Ａの内面に対して折り返され、したがって
折り返しエッジ５５０は、第１のチューブ１’が第２のチューブ２’に向かって接近する
ことに対抗しなくなる。
【００７８】
　図１～９Ｃに示した例において、ワッシャ２２は、第２のチューブに対する予備装着を
達成するだけでなく、またカラーの第１のチューブ１に対する当該第１のチューブの自由
端から離れる方向への動きを制限するように機能する。
【００７９】
　本明細書に記載のクリップは、特に、金属からなり、単純な金属片が折り曲げられるこ
とによって、また必要に応じて切り込まれたりして、形成される。同様に、カラーおよび
ワッシャは、用いられる場合は、金属からなり得る。
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